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第 1 その他届出等 

事故届書 

 ⑴ 提出書類 

液石測様式第 57（第 96 条関係）「事故届書」 

     

 ⑵ 届出時期 

    高圧ガスに係る次の事故が発生したときに、遅滞なく届出すること。 

   ア 所有又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。 

   イ 所有又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。 

 

  ⑶ 添付書類 

   ア 事故の状況等について次の事項を記載した書面 

    1. 災害発生の日時 

    2. 災害発生の場所 

    3. 災害発生の原因 

    4. 高圧ガスの種類及び数量 

    5. 被害の程度 

    6. その他事故の状況等を把握するために必要な事項 

    7. 届出に関する連絡担当者 

 

 


